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令和 6 年 第 11 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和６年 11 月 27 日（水曜日）午前 10 時開会／午前 10 時 40 分時閉会 

招 集 場 所 加賀市民会館２階 第２会議室 

教 育 長 島谷千春  

出 席 委 員 篠原隆一、山下裕嗣、佐野明子、新滝有紀子 

会議列席者 堀川事務局長、北市次長兼学校指導課長、小茂出教育庶務課長、上出生涯学習課長、 

出渕中央・山中図書館長、山村次長兼スポーツ課長、前田文化課長、山下教育庶務課リーダー 

 

令和６年第 11 回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇島谷教育長  昨日も東和中学校の竣工式にご出席いただきましてありがとうございました。

それでは本日は審議案件 3 件、報告事項 5 件ということで順次審議を進めていきたいと思いま

す。議案第 41 号に関しましては、補正予算の関係になりますので、終了後に非公開でやらせて

いただきたいと思います。 

  では議案第 42 号からまいります。議案第 42 号、九谷磁器窯跡環境整備委員会の委員改選に

ついて前田課長お願いいたします。 

 

 議案第 4２号 九谷磁器窯跡環境整備委員会の委員改選について 

前田課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  皆さん再任ということですね。この件について何かご意見、ご質問ございませ

んか。よろしいですか。 

  では議案第 42 号、九谷磁器窯跡環境整備委員会の委員改選について賛成の方は挙手をお願い

します。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

  続きまして議案第 43 号、加賀市伝統的建造物群保存地区計画変更の告示について前田課長お

願いいたします。 

 

 議案第 4３号 加賀市伝統的建造物群保存地区計画変更の告示について 

前田課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇篠原委員  当初は保存地区の対象の物件ではなかったということになっていて、今のお話を

聞きますと、文化庁の方からこれを指定のものにしたらどうでしょうかということがあったと

いうことで、なぜ当初この物件が指定にならなかったのかということがよく分からないですよ
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ね。結構経ちますので、その経緯を分かる範囲で教えてください。 

〇島谷教育長  前田課長、お願いします。 

〇前田課長  この建物につきましては、昔橋立地区にうどん屋があったと思うんですけれども、

あちらの店舗の後ろの主屋になります。うどん屋の部分を昨年、保存修理ということで文化庁

の現地視察を経て修理を行っていたところ、うしろザシキについても当時の面影を残している

ので、ここの追加はどうなっているのかというふうなお話をそのときいただきました。もとも

とは全体で見ますと、明治 23 年の趣を残している部分と増改築が繰り返されている部分と、建

物の全体としては増改築を繰り返されている部分が多かったものですから、当時については特

定物件としては適当ではないのではないかという考えもあったようです。ただ、文化庁のご意

見とか、伝建審議会のご意見を改めてお聞きをしまして、一部でもこのように当時の面影を残

しているのであれば検討してはどうかというところがありまして、当時の所有者と代替わりを

しておりまして、今の所有者さんも今回特定物件として追加する部分をこれからも保存してい

きたいというご意見があったのと、増改築された部分もこれからできる限り、元に戻していき

たいというふうなご意見もありましたので、今回この追加指定とさせていただいたというとこ

ろです。 

〇篠原委員  だいたいのいきさつは分かりましたけれども、従来、主屋といいますか、前の方の

ところはうどん屋さんとしてやっていまして、そこの場所がだいぶ増改築を繰り返してきたと。

それを今後またその当時の明治 20 年代の状態に戻したいという所有者さんの意向もあること

も鑑みて、指定物件になさったということもあるわけですか。 

〇前田課長  すみません、説明がちょっと不足しておりました。うどん屋と今回の物件は、建

物自体は別でございます。うどん屋はうどん屋として保存の修理を昨年行っておりました。今

の建物はまた別に後ろにある別棟の建物でございます。この別棟の建物の中で、前面部分は増

改築を繰り返されていて、後ろの部分は当時の面影が残っているというところで。 

〇篠原委員  資料の黄色い部分だけなんですね。 

〇前田課長  そうです。黄色い部分が当時の面影を残している部分でございます。 

〇篠原委員  前にあたるところについては、だいぶ増改築を繰り返していて、なかなか指定ま

でには至らない物件だなというような認識だったんですよね。後ろも同じような認識で外れた

ということなんですね、当時は。 

〇前田課長  はい。 

〇篠原委員  左側の 1 番前のところが多分うどん屋さんのところだと思うんですけども、長く

つながって、これは久保家と関係があるんですか。 

〇前田課長  久保家の主屋です。 

〇篠原委員  久保彦兵衛さんと久保彦助さんと二つ大きなのがありますけど、久保彦兵衛さん

は上の方なので、それはまた別の所有者の方が今きれいになさってやっていますよね。こちら

はまた別の方が持っていらっしゃったということですか。 

〇前田課長  そうです。うどん屋は 13 ページの資料の図で言いますと、左側の離れの上の方に

位置しているところになります。ここにはちょっと図示しておりませんが。 

〇篠原委員  ここにはないんですね。 

〇前田課長  これは主屋でございます。 
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〇篠原委員  完全に別棟だということですね。これは審議会の方ではそれでいいとなったんで

すね。 

〇前田課長  はい、諮問を行いまして、答申を最後に付けさせていただいております。 

〇篠原委員  適当であると書いてありますね。わかりました。 

〇島谷教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  では議案第 43 号、加賀市伝統的建造物群保存地区計画変更の告示について賛成の方は挙手を

お願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。以上で審議事項は終わります。続いて報告事項

に入ります。報告第 51 号と報告第 52 号は一緒に説明をお願いできればと思います。報告第 51

号、令和６年度 卒業式 教育委員会等出席割（案）について及び報告第 52 号、令和７年度 入

学式 教育委員会等出席割（案）について北市次長お願いいたします。 

  

 報告第 51 号 令和６年度 卒業式 教育委員会等出席割（案）について 

 報告第 52 号 令和７年度 入学式 教育委員会等出席割（案）について 

北市次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇篠原委員  入学式は中学校が 9 時から始まるので時間を厳守してもらわないと、移動はどん

なところでも 30 分は見てもらわないと駄目なので、中学校は 10 時までには絶対に終わってほ

しいなと思っています。あるいは小学校は 10 時半からがほとんどだと思うので、もしかしたら

全員が来ていない可能性もありますよね、来賓の方が。そこのところを臨機応変に若干遅らす

とか、そういうようなことも考えていただくと大変助かるかなとは思います。 

〇島谷教育長  終わっていましたよね。 

〇北市次長  最近は早いです。 

〇島谷教育長  他、ございませんか。 

〇山下委員  橋立海青学園の方に私が行って、河南小学校の方に局長が行っていただけるとい

うことは、要するに開校式典みたいなかたちで少し長くなるということを検討されているんで

すか。 

〇島谷教育長  北市次長、お願いします。 

〇北市次長  はい、今検討中でございます。また改めてご相談させていただきます。 

〇島谷教育長  他、ございませんか。よろしいですか。では一旦日程はこのような感じで大丈夫

でしょうか。また改めて細かいところはご相談できればと思っております。よろしくお願いい

たします。 

  では報告第 53 号、令和６年度市民文化講演会結果報告について上出課長お願いいたします。 

 

 報告第 53 号 令和６年度 市民文化講演会結果報告について 

上出課長   資料に基づき説明 
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〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  続きまして報告第 54 号、加賀温泉郷ウオーク 2024 の開催結果について山村次長お願いいた

します。 

 

 報告第 54 号 加賀温泉郷ウオーク 2024 の開催結果について 

山村次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  とてもいい天気に恵まれて、子ども達もたくさん参加してとても楽しそうでし

た。この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 55 号（仮称）九谷フォーラムの開催について前田課長お願いいたします。 

 

 報告第 55 号 （仮称）九谷フォーラムの開催について 

前田課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇篠原委員  参加させてもらおうと思っているんですけれども、ちょっと気になったのがチラ

シの写真なんですが、この写真しかなかったのかなと思いながら見ていたんですが。何かと言

いますと上半身裸なんですね。ちょっと待ってほしいなと僕自身は個人的には思ったんですけ

ど、これは埋蔵文化財センターから提供されたものだと書いてありますが、他になかったのか

なとちょっと感じました。公のものなので。 

〇島谷教育長  気を付けたいと思います。これは毎年やっているんでしたっけ。 

〇篠原委員  初めてです。そろそろした方がいいと思います。ずっとあのままになっています

から。 

〇島谷教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

以上で報告案件は終わります。その他で皆さまから何かございますでしょうか。 

〇山下委員  昨日、合河のお宮さんの鳥居が風で倒れたということがありました。それから今

朝、山中の日置神社の鳥居が倒れていました。市所有の文化財とか所有者に対して、地震で結

構傷んでいたり、またはそういう可能性があるのを何かしら、市有のものについては市で点検

をされる、その他神社とかお寺さんとか個人で持っている文化財等に対しては点検とかの指示

をされる、個人であれば何かしら助成ができればいいかと思うんですけれども、そういうのが

何か検討できないかなという意見をちょっとさせていただきます。まさか風で倒れると思わな

かったのが昨日、それから今日は恐らく昨日の地震で日置神社の方はちょっと盛り土なので少

し地盤が弱かったのかもしれませんが、あの辺りは余震でも倒れていなかったので、何かしら

市の文化財関係の方で指示なりできないかなということを提案だけさせていただきます。 

〇島谷教育長  個人の所有のものではなくて。 

〇山下委員  市の文化財指定とかになっているものであればその辺も指示していただければと

思いますけれども、私が今神社の加賀市内の支部の支部長をしていますので、朝ラインで点検

しなさいよというのは連絡をいたしましたが、その辺市の方でご検討いただければなと思いま

す。 
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〇島谷教育長  前田課長、お願いします。 

〇前田課長  文化財の災害等の保存修理につきましては、国県指定ですと補助制度がございま

して、市の方も随伴補助ということで指定する場合もありますが、なにぶん費用も高くござい

ますので、翌年予算要求をして工事するというパターンになるかと思います。災害が起こりま

したら、国県指定文化財につきましては、いったん所有者に確認をとったり、職員の方が目視

等で確認をとる行為はしております。細かな有形文化財とか、市指定文化財については数も多

ございますので、全ては確認はできませんが、所有者さんからの報告等が上がってきましたら

見に行くなどのことは行っております。 

〇山下委員  目視でわからなかった部分がたくさんあったと思うんですね。その辺、所有者に

指示というか、点検してくださいねというのを市の方で一声できればなというのはちょっと思

いましたので、これは意見です。 

〇島谷教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

では次回教育委員会定例会日程について小茂出課長お願いいたします。 

 

 次回教育委員会定例会日程について 

小茂出課長   説明 

 

〇島谷教育長  12 月 20 日金曜日、午前 10 時からということで予定に入れておいてください。 

  それでは公開で予定されておりました案件につきましては以上になります。ご苦労様でした。 

 

 

以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 

 


